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平成３０年度環境放射能監視検討会資料
（案）

環境放射能評価方法（平成２０年７月１日施行）の一部を次のように改正する

改 正 後 （新） 改 正 前 （旧） 改 正 理 由

「女川原子力発電所周辺環境放射能及び温排水測定基本計画（以下、「基本計画」という。）に 「女川原子力発電所周辺環境放射能及び温排水測定基本計画（以下、「基本計画」という。）に
基づき実施する環境放射能 測定結果の 評価は以下により行う。 基づき実施する環境放射能及び環境放射線の測定結果の検討及び評価は以下により行う。 ・文言の整理

１ 実効線量の推定 １ 実効線量の推定
周辺地域住民の外部被ばく及び内部被ばくによる実効線量を以下の方法によって推定し、個 周辺地域住民の外部被ばく及び内部被ばくによる実効線量を以下の方法によって推定し、個

人に対する線量限度（１ｍＳｖ／年）と比較することにより評価する。 人に対する線量限度（１ｍＳｖ／年）を十分下回っているかどうかを確認する。 ・文言の整理
ただし、女川原子力発電所の運転状況、放射性廃棄物の管理状況及び 基本計画に基づく周 ただし、女川原子力発電所の運転状況、放射性廃棄物の管理状況及び、基本計画に基づく周

辺地域の環境放射能モニタリング結果から、明らかに原子力発電所に起因する周辺住民の被ば 辺地域の環境放射能モニタリング結果から、明らかに原子力発電所に起因する周辺住民の被ば
くが認められない場合、又は被ばくの推定を必要としないと判断された場合は、実効線量の推 くが認められない場合、又は被ばくの推定を必要としないと判断された場合は、実効線量の推
定を省略することができるものとする。 定を省略することができるものとする。

(1) 外部被ばくによる実効線量 (1) 外部被ばくによる実効線量 ・NaI検出器でも評価が可能
外部被ばくによる実効線量は、ＮａＩ（Ｔｌ）検出器及び電離箱検出器による連続測定結 外部被ばくによる実効線量は 電離箱 による連続測定結 であることから追加

果又は 蛍光ガラス線量計（ＲＰＬＤ）による積算線量測定結果か 果又は熱蛍光線量計(TLD)もしくは蛍光ガラス線量計 による積算線量測定結果か ・TLDを削除
ら推定する。 ら推定する。
空間放射線量から実効線量への換算は、「平常時モニタリングについて（原子力災害対策指 測定量 から実効線量への換算は 「環境放射線モニタリングに関する指針（原子力 ・根拠資料名を改正

針補足参考資料）（以下、「補足参考資料 」という。）」によるものとする。 安全委員会） （以下、「モニタリング指針」という。）」によるものとする。

(2) 内部被ばくによる預託実効線量 (2) 内部被ばくによる預託実効線量
食品、空気及び飲料水試料の核種分析結果並びにＳｒ（ストロンチウム）－９０及びＨ－ 食品、空気、 飲料水試料の核種分析結果 ・推定に使用しているSr-90

３（トリチウム）の分析結果に基づき、「補足参考資料 」に示された方法により預託実効 に基づき、「モニタリング指針」に示された方法により預託実効 及びトリチウムを追加
線量を推定する。 線量を推定する。 ・根拠資料名を改正
預託実効線量の推定に当たっては、基本計画に基づく測定結果によるもののほか、必要に 年間の核種摂取量は、 基本計画に基づく測定結果によるもののほか、必要に ・文言の整理

応じて追加測定を行い、その結果も含めて推定するものとする。 応じて追加測定を行い、その結果も含めて推定するものとする。

２ 原子力発電所からの予期しない放出の監視 ２ 原子力発電所からの予期しない放出の監視
以下に示す事象が観測された場合は、その原因について調査を行い予期せぬ放出の有無を確 次の場合には、 その原因について調査を行い予期せぬ放出の有無を確 ・用語の改正

認する。 認する。
(1) モニタリングステーションにおける空間ガンマ線スペクトルに異常が認められた場合 (1) モニタリングステーションにおける空間ガンマ線スペクトルに異常が認められた場合
(2) モニタリングステーションにおけるNaI(Tl)検出器による空間ガンマ線 量率で調査レベル (2) モニタリングステーションにおけるNaI(Tl)検出器による空間ガンマ線線量率で調査レベル

（注1）を超える値が観測された場合 （注 ）を超える値が観測された場合
(3) 海水中の全ガンマ線計数率で調査レベルを超える値が観測された場合 (3) 海水中の全ガンマ線計数率で調査レベルを超える値が観測された場合
（注1）調査レベルは、原則として当該年度の前年度末までの過去2年間の測定値のうち、明らかに原子力発 （注 ）調査レベルは 当該年度の前年度末までの過去2年間の測定値のうち、明らかに原子力発 ・例外があることから表現を

電所その他の人為的影響がないと判断された測定値の、平均値にその標準偏差の3倍を加えた値とする。 電所その他の人為的影響がないと判断された測定値の、平均値にその標準偏差の3倍を加えた値とする。 改正
調査レベルと比較する測定値は、全て10分値を用いる。 調査レベルと比較する測定値は、全て10分値を用いる。

３ 周辺環境の保全の確認 ３ 周辺環境の保全の確認
周辺環境における放射線のレベル並びに放射性核種の濃度及び分布の異常の有無を、以下の 周辺環境における放射線のレベル並びに放射性核種の濃度及び分布の異常の有無を、以下の

方法により確認する。 方法により確認する。
(1) 周辺環境の空間ガンマ線 量率のレベルの確認は、電離箱検出器の測定結果により行う。 (1) 周辺環境の空間ガンマ線線量率のレベルの確認は 電離箱 の測定結果により行う。 ・用語の改正
(2) 核爆発実験等による放射性降下物の把握は、降下物試料の測定結果に基づいて行う。 (2) 核爆発実験等による放射性降下物の把握は、降下物試料の測定結果に基づいて行う。
(3) 環境試料の放射性核種濃度測定結果の評価は、同時期の放射性降下物の状況等を含め総合 (3) 環境試料の放射性核種濃度測定結果の評価は、同時期の放射性降下物の状況等を含め総合
的に検討して行う。 的に検討して行う。

４ 対象核種 ・対象核種の項目を追加し、
評価に当たっては、原則として原子力発電所から周辺環境へ放出されるおそれのある、以下 評価に当たっては、原則として原子力発電所から周辺環境へ放出されるおそれのある、以下 測定を実施しているSr-90

の核種を対象として行う。 の核種を対象として行う。 及びトリチウムを追加
(1) ガンマ線放出核種

Ｍｎ（マンガン）－５４、Ｃｏ（コバルト）－５８、Ｆｅ（鉄）－５９、Ｃｏ－６０、 Ｍｎ －５４、Ｃｏ －５８、Ｆｅ －５９、Ｃｏ－６０、 ・元素名にカタカナを追加
Ｉ（ヨウ素）－１３１（注2）、Ｃｓ（セシウム）－１３４、Ｃｓ－１３７ Ｉ －１３１（注 ）、Ｃｓ －１３４、Ｃｓ－１３７
（注2） Ｉ－１３１については、原則として必要と認められた場合にのみ評価対象核種とする。 （注 ） Ｉ-131については、原則として必要と認められた場合にのみ評価対象核種とする。

(2) Ｓｒ－９０
(3) Ｈ－３



改 正 後 （新） 改 正 前 （旧） 改 正 理 由

５ その他 ４ その他
本評価方法は、今後のモニタリング技術の進展等、新たな科学的知見が得られた場合、ある 本評価方法は、今後のモニタリング技術の進展等、新たな科学的知見が得られた場合、ある

いは調査の結果から変更することが望ましいと判断された場合は、必要に応じ見直しを行うも いは調査の結果から変更することが望ましいと判断された場合は、必要に応じ見直しを行うも
のとする。 のとする。

６ 施行日 ５ 施行日
この 評価方法は、平成 年 月 日から施行する。 この環境放射能評価方法は、平成２０年７月１日から施行する。


